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■茨城県自治研修所　研修課 ■交通アクセス
　 〒310-0802　水戸市柵町1-3-1　水戸合同庁舎７階 　・水戸駅南口から徒歩約１０分

 　TEL 029-303-1326　　FAX 029-233-1031

 　E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

 　HP    http://www.ibaraki-jichiken.jp

令和７年度 市町村職員研修 ＞ 特別研修 ＞ 自己開発コース

メ ン タ ー 研 修

一般職員

～ 信 頼 さ れ る メ ン タ ー に な ろ う ～

研修の目的とねらい 熟練度・経験度目安 ★★☆☆☆

メンターとしての心構えや役割を認識し、必要なコミュニケーションスキルを身につける。

職場におけるメンター制度の目的について理解を深めます。

メンターの心構えや役割を学びます。

メンターを務めるうえで必要なコミュニケーションスキルを身につけます。

期日 令和７年　９月　４日（木）10時～16時30分　※集合：9時45分

会場 茨城県自治研修所　２階　２０３研修室
講師

　 市三の丸3丁目9番地）をご利用ください。（徒歩約１０分）

　 合同庁舎正面の駐車場は駐車できません。 駐車場地図

タイムスケジュール

9:45 10:00 12:00 13:00 16:30

受講者の声

メンターとしてだけではなく、市民への対応にも生かせる内容でとても勉強になりました。

ほかの人のケーススタディを見ることができ、俯瞰して学習することができました。

職場の上司、同僚、後輩との話し方・接し方を考え直すいい機会になりました。

開講
ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ

　　　　　　　　・メンターとは
　　　　　　　　・メンターに必要なコミュニケーション力
　　　　　　　　・ケーススタディ
　　　　　　　　　（講義・演習）

新規採用職員や後輩のメンターや育成担当になっている職員
今後、メンターになる予定がある職員

計画
人員

４０人

　・車でお越しの際は、水戸赤十字病院そばの研修生用駐車場(水戸

閉
講

休憩
※計画内容は、講師との打合せ等により、若干変更となる場合がありますので、予め御留意ください。

　新規採用職員や若年層職員にとって、悩みや迷いが生じたとき、何でも話せ耳を傾けてくれる先輩がいるこ
とはとても心強いものです。
　本研修では、何でも話せる「メンター（よき指導者、助言者）」となるべく、メンター制度の目的や心構
え、役割、コミュニケーションスキルを学びます。

研修の概要

学識経験者等

対象


